
 

故障・アフターサービスご連絡の流れ

建築主様用（自己使用建物の場合）

故障・不具合の発生（消耗品は含みません）

故障、不具合
内容確認

大和ハウス24時間受付コールセンターに連絡

０１２０－６９１－５８８

大和ハウス担当者よりお客様に
連絡

お客様緊
急保守契
約ご確認

1.瑕疵担保責任範囲内の補修、是正

2.保証期間内の保証書内容に適合する

故障などの修理

1.経年劣化、経年使用による損耗、寿命の場合

2.保証期間を過ぎた故障などの修理

3.毀損、取扱い間違い、お手入れ不足などの原

因にて 故障、破損、停電、漏水などの不具合

無償にて対応します 建築主様の費用ご負担にて対応となります

お客様保守契約
会社へ連絡

工事区分表
にてご確認

お客様工事会社へ連絡

大和ハウス工業施工以外の場合 大和ハウス工業施工の場合

緊急保守契約

範囲内

緊急保守契約

以外の場合

瑕疵、保証内容・期間

以外のの故障などの場合以外

瑕疵又は保証期間・内容

の故障などの場合


